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(1)

行
政
書
士
は
「
行
政
庁
に
提
出
す

る
各
種
書
類
を
作
成
す
る
」
こ
と
が

主
な
仕
事
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
８
年
間
、
主
に
相
続
や

遺
言
作
成
を
お
手
伝
い
し
、
現
在
14

件
の
成
年
後
見
人
（
内
６
件
が
知
的

障
害
者
）
を
受
け
持
っ
て
い
る
。

『
親
亡
き
後
の
相
続
の
た
め
に
は

後
見
人
制
度
の
利
用
が
必
要
だ
し
、

相
続
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
に
は
公
正

証
書
遺
言
が
重
要
』
と
い
う
の
が
講

演
の
主
旨
で
あ
っ
た
。

成
年
後
見
制
度
の
利
用

(1)
成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
や

知
的
障
が
い
な
ど
で
、
日
常
生
活
に

お
け
る
様
々
な
こ
と
へ
の
適
切
な
判

断
（
判
断
能
力
）
を
す
る
こ
と
の
難

し
い
方
々
を
支
え
る
た
め
の
制
度
。

★
も
っ
ぱ
ら
、
本
人
の
権
利
（
本
人

の
た
め
に
な
る
か
）
を
擁
護
す
る
た

め
の
制
度
★

(2)
、
後
見
人
の
な
り
手
と
し
て
は
、

２
～
３
年
前
ま
で
は
親
族
が
多
か
っ

た
が
、
平
成
25
年
統
計
で
は
、
約
42

％
強
が
親
族
で
第
三
者
後
見
が
約
58

％
に
な
っ
て
お
り
第
３
者
後
見
が
多

く
な
っ
て
い
る
。

(3)
申
立
て
の
動
機
は
預
貯
金
等
の
管

理
・
解
約
が
約
42
％
で
最
多
で
あ
る
。

(4)
成
年
後
見
人
の
選
定
に
は
半
年
程

度
か
か
り
、
費
用
は
基
本
的
に
申
立

者
が
負
担
す
る
。

家
庭
裁
判
所
（
１
万
円
以
内
）
と

そ
の
他
実
費
（
診
断
書
、
戸
籍
等
の

手
数
料
２
万
円
前
後
）
は
必
須
。

鑑
定
費
用
（
５
～
10
万
円
）
は
最

近
は
必
要
の
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。

専
門
家
に
申
立
を
依
頼
す
れ
ば
15

万
円
前
後
が
必
要(

ケ
ー
ス
に
よ
り
差

異
あ
り
）
。

(5)
成
年
後
見
人
の
役
割
は
、
家
庭
裁

判
所
の
監
督
の
も
と
、
財
産
管
理

（
通
帳
や
重
要
な
書
類
を
預
か
り
、

出
納
を
行
う
な
ど
経
済
的
な
管
理
）

と
身
上
監
護
（
各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
契
約
や
、
更
新
な
ど
本
人
の
健
康

や
生
活
に
関
す
る
こ
と
）
。

＊
医
療
同
意
、
介
護
行
為
、
身
元
引

受
な
ど
は
で
き
な
い
。

(6)
成
年
後
見
人
を
た
て
る
意
味
は
、

①
本
人
の
権
利
（
生
活
上
、
経
済
上
）

を
守
れ
る
。

②
お
金
や
契
約
の
管
理
に
つ
い
て
関

係
者
が
増
え
て
明
確
に
な
る
。

③
本
人
を
取
り
巻
く
関
係
者
と
協
力

し
な
が
ら
本
人
を
見
守
る
。

④
相
続
な
ど
の
手
続
き
を
本
人
の
代

理
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(7)
成
年
後
見
人
の
報
酬
は
裁
判
所
が

収
入
や
財
産
に
応
じ
て
決
定
し
、
本

人
の
財
産
か
ら
支
出
。

月
額
２
万
円
が
基
本
だ
が
、
本
人

の
財
産
（
現
金
資
産1

,
0
0
0

万
円
以

上
）
に
よ
っ
て
は
３
～
６
万
円
が
ひ

と
つ
の
安
で
あ
る
。

＊
自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
成
年
後
見

人
の
報
酬
を
助
成
す
る
制
度
も
あ
る
。

＊
財
産
の
少
な
い
人
の
成
年
後
見
人

は
、
本
人
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め

の
仕
事
が
多
い
。

(8)
成
年
後
見
人
制
度
は
、
親
が
元
気

な
う
ち
に
利
用
を
始
め
る
と
良
い
。

(9)
そ
の
他

①
横
浜
家
庭
裁
判
所
は
複
数
後
見
人

に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
積
極
的
で
は

な
よ
う
で
あ
る
。

②
「
最
後
は
生
活
保
護
で
良
い
」
と

の
考
え
も
あ
る
が
、
や
は
り
本
人
の

受
け
止
め
方
が
違
う
。

遺
言
の
重
要
性

(1)
遺
言
に
は
、
自
分
で
書
く
遺
言

（
全
文
自
筆
、
名
前
、
作
成
日
、
押

印
）
と
公
正
証
書
遺
言
の
２
種
類
あ

る
が
、
公
正
証
書
遺
言
が
お
勧
め
。

(2)
遺
言
に
は
自
分
名
義
の
財
産
に
つ

い
て
の
み
書
け
る
。
（
夫
婦
で
同
じ

紙
に
は
書
け
な
い
）

(3)
公
正
証
書
遺
言
と
は

①
公
証
役
場
で
「
公
正
証
書
」
に
す

る
遺
言
。

②
自
分
で
書
く
遺
言
に
比
べ
て
様
々

な
意
味
に
お
い
て
確
実
で
安
心
。

③
原
本
を
公
証
役
場
で
保
管
す
る
の

で
紛
失
改
ざ
ん
の
心
配
が
な
い
。

神
奈
川
施
保
連
学
習
会

『
成
年
後
見
と
相
続
・
遺
言
』

講
師

櫻
行
政
書
士
事
務
所

櫻
井

正
明
氏

神
奈
川
施
保
連
学
習
会
が
や
ま
ゆ
り
知
的
障
害
児
者
生
活
サ
ポ
ー
ト
協
会

と
共
催
で
横
浜
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
８
階
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
講
演
内
容

は
成
年
後
見
の
実
態
に
即
し
た
相
続
と
遺
言
に
焦
点
を
当
て
た
講
演
で
し
た
。

講

演

概

要
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④
相
続
手
続
時
に
比
較
的
手
間
が
少

な
い
。

⑤
費
用
（
財
産
の
額
と
遺
言
の
内
容

に
よ
り
数
万
円
の
差
異
は
あ
る
が
、

公
証
役
場
へ
の
手
続
き
に
７
万
円
程

度
、
行
政
書
士
に
依
頼
す
る
と
15
万

円
前
後
が
加
算
）
が
か
か
る
。

⑥
遺
言
作
成
時
に
証
人
２
名
の
立
会

が
必
要
と
な
る
。

さ
ら
に
、
遺
言
執
行
者
（
相
続
人

の
代
理
と
な
っ
て
相
続
財
産
を
管
理

し
、
解
約
や
名
義
変
更
な
ど
の
様
々

な
手
続
き
を
行
う
）
を
指
定
す
る
。

＊
成
年
後
見
人
（
本
人
が
生
き
て
い

る
間
の
お
手
伝
い
）
と
遺
言
執
行
者

（
遺
言
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け

を
手
続
き
）
は
異
な
る
。

(4)
遺
言
は
「
お
金
が
あ
る
か
ら
遺
す

も
の
」
で
は
な
く
、
「
想
い
が
あ
る

か
ら
遺
す
も
の
」
で
、
相
続
の
手
続

き
を
円
滑
に
す
る
。

遺
言
が
な
い
と
、
財
産
の
分
配
に

相
続
人
全
員
の
同
意
が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、
相
続
人
に
適
切
な
判
断
が

で
き
な
い
者
が
い
る
と
、
成
年
後
見

制
度
へ
の
手
続
き
が
発
生
す
る
。

公
正
証
書
遺
言
が
あ
れ
ば
、
相
続

人
同
士
で
遺
産
分
割
の
話
し
合
い
を

す
る
必
要
が
な
い
。

(5)
遺
言
も
、
元
気
な
う
ち
し
か
作
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

作
成
す
る
場
合
は
、
専
門
家
を
上

手
に
利
用
し
、
後
世
に
憂
い
の
な
い

よ
う
に
す
る
べ
き
。

(6)
公
正
証
書
遺
言
で
遺
産
を
受
け
取

る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
お
金
を

有
効
に
管
理
す
る
た
め
に
成
年
後
見

制
度
の
利
用
が
不
可
欠
と
な
る
。

そ
の
他

(1)
兄
弟
姉
妹
等
に
成
年
後
見
人
を
託

す
場
合
は
、
そ
の
負
担
が
重
い
こ
と

を
十
分
認
識
し
て
も
ら
っ
て
進
め
る

必
要
が
あ
る
。

本
人
と
と
も
に
年
を
と
る
と
い
う

点
も
あ
る
。

(2)
施
設
に
入
っ
て
い
れ
ば
成
年
後
見

人
は
必
要
な
い
と
い
う
認
識
は
間
違

い
で
あ
り
、
施
設
は
入
所
者
の
財
産

や
契
約
の
管
理
ま
で
は
行
え
な
い
。

成
年
後
見
人
は
施
設
と
共
に
本
人

が
よ
り
良
く
生
き
て
い
く
た
め
の
お

手
伝
い
を
す
る
も
の
。

Ｑ
１
：
家
庭
裁
判
所
で
の
複
数
後
見

人
の
指
定
は
可
能
か
？
ま
た
、
引
き

継
ぐ
タ
イ
ミ
ン
グ
は
？

Ａ
：
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
別
だ
が
、

通
常
は
意
味
が
な
く
認
め
な
い
ケ
ー

ス
が
多
い
。
ま
た
、
後
見
人
を
任
意

に
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

タ
イ
ミ
ン
グ
の
正
解
は
な
く
、
自

分
で
決
め
る
し
か
な
い
。

Ｑ
２
：
公
正
遺
言
証
書
を
夫
が
作
っ

て
い
る
が
、
住
所
な
ど
も
変
わ
っ
て

い
る
。
有
効
か
？

Ａ
：
基
本
は
有
効
。
遺
言
が
複
数
あ

る
場
合
は
、
内
容
が
同
じ
部
分
は
直

近
の
遺
言
が
有
効
だ
が
、
新
し
い
遺

言
と
矛
盾
し
な
い
部
分
に
関
し
て
は

古
い
遺
言
の
内
容
が
有
効
。

Ｑ
３
：
成
年
後
見
人
は
そ
の
人
の
権

利
を
優
先
す
る
の
で
、
遺
言
が
あ
っ

て
も
遺
留
分
の
請
求
は
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
？

Ａ
：
本
人
に
遺
留
分
を
請
求
す
る
権

利
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
見
人
と

し
て
は
請
求
す
る
の
が
基
本
。

Ｑ
４
：
兄
弟
に
知
的
障
害
者
が
い
て

自
分
が
後
見
人
を
や
っ
て
い
る
。

兄
は
亡
く
な
っ
た
。
親
が
亡
く
な
っ

た
場
合
と
本
人
が
亡
く
な
っ
た
場
合

（
親
な
し
）
の
相
続
人
の
範
囲
は
？

Ａ
：
親
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
兄
弟

の
子
や
孫
と
ず
っ
と
永
遠
と
直
系
で

続
く
。

本
人
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
甥
兄

弟
ま
で
、
兄
弟
が
亡
く
な
っ
て
い
る

場
合
は
甥
姪
ま
で
が
法
定
相
続
人
、

Ｑ
５
：
複
数
後
見
人
と
し
て
息
子
を

指
定
し
、
複
数
後
見
と
し
た
い
が
？

Ａ
：
横
浜
家
庭
裁
判
所
で
は
、
キ
ッ

パ
リ
変
わ
っ
た
ら
ど
う
か
と
言
う
返

答
が
予
想
さ
れ
る
。

Ｑ
６
：
成
年
後
見
人
は
、
管
理
財
産

が1
0
0

万
円
し
か
な
い
場
合
で
も
つ

け
る
必
要
が
あ
る
か
？

Ａ
：
管
理
財
産
が
少
な
い
場
合
で
も
、

本
人
に
契
約
能
力
が
な
い
以
上
、
成

年
後
見
制
度
の
利
用
は
必
要
。

財
産
が
少
な
い
方
の
方
が
、
成
年

後
見
事
務
が
多
い
こ
と
も
あ
る

以
上

文
責

施
保
連
広
報
部
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